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• オランダ王国はヨーロッパの本土のほかにカリブ海
に領土を有しているが、適用される税法は本土と
それらの領地では異なる。オランダの政治体制
は、立憲君主制で、国王を国家元首としており、
議会は下院・上院の二院制である

• 言語：オランダ語
• 通貨：ユーロ（EUR（€））
• 居住法人：オランダの法律に基づいて設立   
された法人は居住法人とみなされる（設立
準拠地基準）。国外の法律に基づき設立さ
れた法人も、主に国内で管理支配を行ってい
れば居住法人となり得る。2022年以降、
オランダに設立されたリバースハイブリッド事業体
も法人所得税法上、居住法人とみなされる

• 居住法人の課税所得の範囲：全世界所得
• 日本との租税条約：あり
• 日本との社保協定：あり
• 中央政府税務当局の名称：税務局
（Tax  and Customs Administration 
（Belastingdienst））

税制概要

事業を展開する際に生ずるその他の主な税、社会保険料

法人所得税

オランダの税制概要・進出時の留意点

税率
（含むキャピタルゲイン）
（2023年度以降）

19％ 20万EUR以下

25.8％ 20万EUR超

課税年度 暦年（ただし、定款に定めるところによる期間としてもよい）

申告納付期限

原則、翌年6月1日までに申告する（申告期限日は税務局から通知を受ける。
税理士等による代理申告の場合、期限は年度末から1年以上後になる場合もある）。
申告期限の延長も可能である。
課税年度中に当局からなされる初期的な賦課通知に基づいて分割納付を行う。
また最終的な賦課通知が課税年度末から3年以内になされ、通知日より6週間以内に
賦課額を納付しなくてはいけない。

不動産税
保有する国内不動産に対して公表不動産評価額（“WOZ value”）を基に毎年課される地方税
で、事業用と私用不動産で異なる税率が適用される。法人税の計算上、支払った不動産税額は
損金算入できる。非居住法人の保有する国内不動産にも課税される。

不動産譲渡税
国内不動産所有権の取得に対して公正取引価格の10.4％が課税される。
ただし、組織再編および合併時の譲渡等は免税となる場合がある（資産の50％以上が不動産で
構成される一定の不動産所有会社の1/3以上の株式取得にも課される）。

社会保険料 雇用主は取締役を含める被雇用者に支払う給与総額を基準として社会保険料を支払う義務を
負う。

2026年6月1日2025年1月1日 2025年12月31日

最終賦課通知を受けて
6週間以内に納付

事業年度
（12月決算の場合）

翌年6月1日までに
電子申告書を提出

（代理申告の場合、2027年4月末まで、
特別な事情があればさらなる延長も可）

最終的な
賦課通知日

分割納付（分割回数は賦課通知
時期によって異なる）



4

事業課税（事業期間中）（1/2）

オランダ法人所得税

オランダの税制概要・進出時の留意点

日本

オランダ

収益

オランダ
子会社

人件費 • 法人所得税
• 不動産税
• 不動産譲渡税
• VAT
• 社会保険料
• 源泉税

日本親会社

100％

研究開発費

その他費用・資産等

中小企業の特例

2017年度に開始する事業年度においては、              
小規模企業に対する法人税の軽減税率があったが、
2018年以降は、そのような取扱いはない。

税率
19％ 20万EUR以下

25.8％ 20万EUR超

課税所得
計算

会計上の利益（キャピタルゲイン含む）に法人税法上の調整項目を
加算・減算調整を行って課税所得を算定する。

欠損金

繰越期限
無期限
（2022年以降開始事業年度発生、
   もしくは当該事業年度開始時点で未使用の欠損金）

控除限度額

制限なし
（2022年以降、課税所得1百万EUR超の控除額は課
税所得の50％相当額までに制限される。
ただし、一定の条件の下、債務免除益に係る免税制度が
導入されている）

繰戻し 1年間

キャピタル
ゲイン・ロス

キャピタルゲインは、通常の事業所得として扱われ、課税所得に含まれる（ただ
し、資本参加免税となっている持分譲渡益を除く）。
キャピタルロスは通常の事業所得と相殺可能（ただし、資本参加免税となってい
る持分譲渡損を除く）。

中間納付 初期的な賦課通知に基づいて、分割納付を行う必要がある。

法人所得税
債務の時効 5年間

連結納税
制度

直接間接に95％以上の法的・経済的な保有が認められる居住法人または
国内PEは連結納税グループ（Fiscal Unity）となることができ、グループ内での
欠損金の利用、資産負債の移転および配当の非課税が認められる。

税制改正
例年9月中旬のBudget Day（2025年の場合9月16日）に税制改正案が
公表される。おおむね12月中旬までに下院および上院の決議を経て、
翌年1月1日より改正内容が施行される。
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事業課税（事業期間中）（2/2）

法人所得税の計算上注意を要する項目課税所得の計算方法

オランダの税制概要・進出時の留意点

会計上の税引前当期利益

（＋）益金算入項目

（＋）損金不算入項目
一定の利子および為替差損など

（－）益金不算入項目
資本参加免税となる譲渡益、配当など

（－）損金算入項目

当期課税所得

（－）税務上の繰越欠損金

課税所得

（×）法人所得税率

法人税額

（－）源泉税額

（－）中間納付税額

差引法人税額

一般原則 • 会社の事業目的を達成するためのみに生じた費用、固定資産の減価償却費、
   支払利子等は、原則として損金算入可能である

交際費
• 従業員に支払う賃金総額の0.4％を課税所得として加算した場合のみ全額損金算入
（ただし、2025年における最低金額は57百EUR）。もしくは、交際費の73.5％を

    損金算入することも選択可能（個人事業主の場合は80％損金算入可能）

為替差損益 • 関連会社からの債務にかかる為替差損は事業上の明確な理由がないと損金算入が
制限される

支払利子
• 関連会社からの債務にかかる利子は事業上の明確な理由がないと損金算入が制限
される

• EBITDAの24.5％を超える純支払利子は損金算入不可（1百万EURの支払利子
までは損金算入が無条件に認められる）

準備金および
引当金

• 一定の要件を充足する準備金・引当金は損金算入が認められる
• 資産売却に伴う再投資に向けた準備金の繰入額の損金算入が認められている

固定資産
の償却費

有形
• 事業上の明確な理由がありかつ継続適用である限り、
いずれの減価償却の方法も認められる

• 建物は公表される不動産評価額（“WOZ value”）と同額を
   下回らない限りにおいて税務上の減価償却が認められる

無形 • 年間で取得原価の20％が償却費として認められる
• のれん、特許、使用権には10％での償却が認められている

受取配当 • 資本参加免税の要件を満たす場合は、益金不算入となる
• 連結納税グループ内の配当は非課税となる

損金不算入
の費用

• みなし配当とされるロイヤルティおよびサービスフィー
• 適正でない利子および為替差損
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• EBITDAの24.5％を超える純支払利子は損金算入不可
（ただし、1百万EURの支払利子までは損金算入が無条
件に認められる）

• 控除制限を受けた利子は無制限に繰越し可能

• 配当、利子（関係会社間貸付）およびロイヤルティの
外国法人への支払いは通常、下記の源泉税の対象となる
・ 配当：15％（下記資本参加免税規定参照、

軽課税関係会社に対するものは25.8％）
・ 利子：0％ （同上は25.8％）
・ ロイヤルティ：0％（同上は25.8％）
※ただし、資本参加免税規定（P.8参照）によって
免税措置あり

• 日本への支払い等については日蘭租税条約により
下記のとおりとなる。（特典制限条項（LOB）あり）
・ 配当：0％（議決権-50％以上6ヵ月以上保有の場合*、

もしくは資本参加免税の対象となる場合）
5％（議決権10％以上6ヵ月以上保有の場合*）
10％（その他の場合*）
（*日蘭租税条約の制限税率）

・ 利子：0％（日蘭租税条約の制限税率は10％）
・ ロイヤルティ：0％（日蘭租税条約でオランダ課税なし）

• 非居住者への支店の利益送金は源泉税の対象とならない

事業課税（資金注入、資金還流時）

損金算入？

日本

オランダ オランダ子会社

資金注入

配当・利子

日本親会社
100％

日本

オランダ

オランダ子会社

配当・利子・
ロイヤルティ・その他支払い

日本親会社
100％

源泉税課税？

オランダの税制概要・進出時の留意点

資金注入した
場合の留意点

利益の送金
および
関連者取引
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• 譲渡益は原則非課税となる（例外として課税される
ものは、非事業目的で外国法人に保有される
オランダ法人株式の相当程度の持分の譲渡益など。
ただし、その場合においても日蘭租税条約上の条件
を充足すれば免税の可能性あり）

• 清算法人の株主においては、残余財産のうち、
資本金相当を除いた部分（留保利益）の分配に
ついては、原則15％の配当源泉税の課税対象
となるが、日本親会社が実質的な事業を営んでいる
等の要件を充足している場合にはオランダ国内法に
基づき配当源泉税は課されない

• また、残余財産のうち、資本金部分については資本
の払い戻しとして課税関係は生じない

事業課税（撤退時）

日本

オランダ

配当課税？
譲渡益課税？

オランダ子会社

日本親会社

オランダの税制概要・進出時の留意点

撤退時の
キャピタルゲイン
（譲渡益）課税

残余利益
の分配

清算時の
残余利益
に対する課税

日本

オランダ

譲渡益課税？

オランダ子会社

日本親会社
株式譲渡益

100％

100％
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納税要件・課税範囲
オランダの税制概要・進出時の留意点

居住法人 非居住法人（外国法人）

課税所得の範囲 全世界所得（キャピタルゲイン含む） 国内源泉所得のみ（国内PE帰属所得、国内不動産による収益および
譲渡益、居住事業体の管理職として受ける報酬等）

投
資
先

居
住
法
人

配
当
等

15％の源泉税が課税される。ただし、資本参加免税の要件*を満たす場合は免
税となる。また、連結納税グループ内の配当は非課税となる。

15％の源泉税が課される。ただし、持分5％以上を保有し、かつ、源泉税の
回避を目的とした保有でなければ源泉税免税となる。
非居住者への支店の利益送金は源泉税の対象とならない。

株
式
等

の
譲
渡

事業所得として法人税率で課税される。ただし、資本参加免税の要件*を満たす
場合は免税となる。

譲渡益は原則非課税となる（例外として課税されるものは、非事業目的で
外国法人に保有されるオランダ法人株式の相当程度の持分の譲渡益など。
ただし、その場合においても日蘭租税条約上の条件を充足すれば免税とな
る可能性あり）。

非
居
住
法
人

配
当等

国外法人から受ける配当は課税される。ただし、資本参加免税の要件*を満たす
場合は免税となる。

株
式
等

の
譲
渡

事業所得として法人税率で課税される。ただし、資本参加免税の要件*を満たす
場合は免税となる。

国外支店の
所得の取扱い

国外PEの帰属所得は免税となる（ただし、受動的所得を有し、かつ低率課税
となるPEを除く）。

CFC税制

オランダ納税者が外国法人の株式の50％超を直接または間接に保有する場合
もしくはオランダ国外に恒久的施設を有する場合、当該法人または恒久的施設
はCFCと取り扱われる。合算対象となる所得は、一定の受動的所得（一定の
マイノリティ投資に係る配当および株式譲渡益、受取利子、使用料、リース収
入など）のうち期末までに未配当のものから関連費用を控除した後の金額であ
る。

*資本参加免税の要件の概要
下記の①（持ち分テスト：Shareholding Test）および②（動機テスト：Motive Test）を満たすことが条件とされる。
① 配当の受領者が、居住または非居住子会社の名目払込資本金の5％以上を保有している、もしくはオランダとの租税条約において、議決権数に基づいた配当源泉税の減免を規定

しているEU各国においてその子会社が設立されている場合は5％の議決権株式を保有している（関連会社が5％以上保有している場合も含まれる）
② 持分保有が事業上の理由であり、投資目的ではない
②が充足されない場合、以下のいずれかの要件を満たせば免税となる

• 子会社の投資目的の株式保有が資産の50％を超えない（5％以下の持分保有は投資目的とされる）
•  50％超の投資目的の株式保有を行う子会社の場合でも、その居住国において（オランダ法人税制に照らした際に）10％以上の税率での課税を受けている
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源泉税・雇用にかかる税金・付加価値税・その他の間接税
オランダの税制概要・進出時の留意点

国内向け払いにかかる
源泉税

配当：15％
利子：対象外
ロイヤルティ：対象外
※ただし、資本参加免税により、配当にかかる源泉税は免税となる。

従業員の
雇用にかかる税務等

社会保険料
雇用主は取締役を含む従業員に支払う給与総額を基準として以下のとおりの社会保険料を支払う義務を負う。
（以下は2025年度の料率）

• 健康保険（ZVW）：6.51％
• 障害労働者所得補償保険（WIA）：7.64％
• Work reintegration premium（Whk）：1.33％（平均）

• 失業保険（WW）：2.74〜7.74％
（雇用形態によって異なる）
• 児童手当：0.5％

付加価値税
（VAT）

課税取引
オランダ国内で供給された物品・サービスおよび輸入された物品・
サービスおよびEU域外から輸入された物品に対して課される。
税率
標準税率は21％である。
食料品、書籍・雑誌、ホテル・レストラン業等には9％、保険・金融・
医療サービスは一定の条件の下0％が適用される。

課税事業者
課税取引を扱うすべての独立事業者（非居住者を含む）が対象
であり、VAT登録を行う。
ただし、2020年1月から年間売上高が2万EUR超とならない事業者は
申請の上、免税が適用される。
原則、非居住事業者はVAT登録が義務となっており、VAT申告の際
に納付することとなっている（リバースチャージ方式あり）。

課税期間
納付VAT額によって、月次、四半期ごと、または年次での
申告かがオランダ税務当局により決定される。

インボイスの有無
VATのインボイスの発行が必要。

申告期限および納付期限
月次および四半期での申告は当該課税期間末の翌月の
最終営業日、年次での申告は翌年の3月31日までに
電子申告しなければらならない。納付も申告と同時に行う。

印紙税 なし

デジタル課税 なし



10

法人課税にかかる各種優遇税制措置
オランダの税制概要・進出時の留意点

項目 対象企業 優遇措置内容

一般投資控除
（Article 3.41 Dutch Income 
Tax Act）

少額の投資を行う企
業

• 2,901〜392,230 EUR（2025年度）の範囲の年間投資を行う企業は、
• 投資額の最大28％の損金算入が認められる

省エネ投資控除*
（Article 3.42 Dutch Income 
Tax Act）

省エネを促進する資
産への投資を行う企
業

• 一資産につき25百EUR以上の省エネを促進する資産への投資を行った場合、
• 上限を151百万EURとしてその投資総額の40％の損金算入が認められる

環境投資控除*
（Article 3.42a Dutch Income 
Tax Act）

環境保護を促進する
一定の適格資産への
投資を行う企業

• 25百EUR以上の環境保護を促進する一定の適格資産への投資を行う企業は、
• その資産の種類に応じて、投資総額の45％、36％、または27％の損金算入が認められる

研究開発
（Article 22-24 Payroll 
Withholding Tax and National 
Insurance Contributions 
Reduction Act）

研究開発を行う企業
• 上限38万EURとして研究開発に従事する従業員の給与の36％を源泉賃金税から差し引
くことができる

• （技術スタートアップにおいては50％が適用され、上限を超えると控除率は16％となる）

イノベーションボックス
（Article 12b Dutch 
Corporate Income Tax Act）

適格所得がある企業

• 適格資産から生ずる適格所得の実効税率は約9％となる（2021年より）。適格資産には、
特許、実用新案権、育成者権、希少疾病用医薬品、補充的保護証明書、ソフトフェア、
ならびに新規性のある物とされる

• イノベーションボックスの適用には、政府組織から発行されるR&D資格を入手する必要がある
• ただし、過去5年にわたりグループで売上高250百万EUR超、もしくはイノベーション資産から
の粗利益が37.5百万EUR超となる企業は、追加の適格要件が課される

*省エネ投資控除と環境投資控除を同時に利用することは認められていない。
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企業進出形態の比較
オランダの税制概要・進出時の留意点

メリット デメリット

子会社
（現地法人）

• 現地法人は、法的には日本の親会社から独立した主体に 
なるため、オランダでの事業活動に関して訴訟が提起された
場合 、訴訟当事者 と な る の は現地法人に な る 。               
日本の親会社が直接オランダで裁判の当事者とされることは
基本的にはない。

• 日本の親会社がオランダ税務当局の税務調査の対象となる
ことは基本的にはなく、オランダにおける税務申告の観点から
は現地法人が当該法人の課税所得のみを申告納税する
だけで済む。

• 現地法人を設立する際に一定の手続きが必要となる。

• 税務上、現地法人において生じた欠損金を日本の親会社の課税所得と
相殺不可。

支店

• 開業当初に損失が出た場合、日本本社の課税所得と相殺
し、節税効果が期待できる。

• 本社経費を合理的な範囲で支店に配賦し、オランダの
課税所得から控除できる。

• 日本本社への支店の利益送金は源泉税の対象とならない。

• 日本本社が、支店の債務について直接責任を負うこととなるため、                 
オランダの裁判管轄に服することになる。その結果、提訴された場合には本社が
被告となる。

• 支店の税務調査が本社まで及ぶ可能性があり、本社の帳簿・証憑書類等の
提出を求められることがある。

駐在員
事務所

• 駐在員事務所設立にあたっては、政府へ申請の必要はなく、
その活動が準備的または補助的活動に限られていることを
条件として、法人所得税の納税対象とはならない（なお、
法人所得税の申告書の提出は原則不要。ただし、駐在員
事務所またはPEかの判断が税務当局との議論の対象となる
ことが多いため、要確認）。

• 基本的には支店と同様に節税効果が期待できる。

• オランダでの活動が、情報収集や提供、市場調査などに限られる。

• 実際にオランダ国内の活動が準備的または補助的活動の範囲にとどまっている
かどうかの判断は、事業目的、事業規模その他の事情を総合的に勘案して
判定される。租税条約における恒久的施設（PE）と認定されると、             
オランダ法人所得税が発生する。

出張
ベース

• 法人や事務所の設立がないため、コストと事務手続きを
抑えて進出できる。

• オランダ進出の規模は相当程度限定される。

• 出張者のオランダでの活動および滞在日数によっては、日本本社がオランダ
においてPEを有していると認定される可能性がある。
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PE課税 - PEの類型

PEの種類
オランダのPE類型は、日本と締結した租税条約においては次のとおり規定されている。

支店PE1 建設PE3

日本

オランダ

P社

PE
建築工事現場

代理人PE2

日本

オランダ
PE
代理人

P社
日本

オランダ

P社

PE
支店等

オランダの税制概要・進出時の留意点

①事業の管理の場所
②支店
③事務所
④工場
⑤作業場
⑥鉱山、石油または天然ガスの坑井、
採石場その他天然資源を採取する場所

（日蘭租税条約第5条第2項） （日蘭租税条約第5条第5項） （日蘭租税条約第5条第3項）

MLI条約の署名：わが国について2019年1月1日、オランダについて2019年7月1日に発効。
PEに関連するMLI条約の規定の適用：以下の読替えおよび追加が行われている。
• 特定の活動に関する除外を利用した恒久的施設の地位の人為的な回避（準備的・補助的除外についてそれぞれが準備的・補助的である場合に限る）

• 特定の活動に関する除外を利用した恒久的施設の地位の人為的な回避（準備的・補助的除外について密接に関連する者も一体判定）および企業と密接に
関連する者の定義

外国企業が一定の要件に合致する従属
代理人を要している場合のその代理人
（常習代理人）

12ヵ月を超える期間存続する建築工事
現場または建設もしくは据付工事
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税務調査および異議申立て・税務訴訟
紛争解決手続きおよびプロセス

オランダの税制概要・進出時の留意点

当局の執行体制
税務当局の名称：Tax and Customs Administration（Belastingdienst）
税務調査官：不明

税務調査の執行上の特徴
① オランダ税務当局による税務調査の実施にあたって特定の理由は必要とされ
ず、調査対象とされる法人の個別事由に基づき実施されるケース、
オランダ税務当局における定期的な税務調査計画のなかで実施されるケース
など、その端緒はさまざまである。また、オランダ税務当局における税務調査の
実施にあたり、税務調査の理由を明示する必要はないものの、税務調査が
実施される場合は調査対象法人に対して調査対象税目および調査実施
期間について、事前に明示する必要がある。

②一般的な税務調査（法人税を中心として移転価格、VAT、源泉所得税等
の税目を含む調査）の実施頻度は5年に一度程度で実施される。

③一般的に税務調査にて調査対象となる情報（財務諸表等、契約書、
取締役会等の議事録等）について、納税者にて7年間保存する必要がある。

④一般的に、オランダ税務当局はデータ分析や統計サンプルなどの電子データを
活用した税務調査手法を採用しており、VATおよび賃金税については、
ランダムサンプリングにより、サンプル内での検証結果を全体において生じるもの
とみなして処理するといった手法が用いられることがある。

異議申立て

税務申告書の提出

Final Assessment
の発行

Final Assessmentの記載日から
6週間以内に税務当局へ異議申立て

裁判所

税務調査後、新たな事実が
発見されればAdditional
Assessmentを実施

税務調査

異議申立てから
終結までの
平均的な期間
案件により
異なる

異議申立てを受けて税務当局
による税務調査が行われる

Additional Assessment
の発行

さらにAdditional Assessment
に対して不服の場合、
6週間以内に裁判所へ提訴

紛争解決手続き
①税務申告後、オランダ税務当局より発行されるFinal Assessmentの
記載内容（税額等）について異議がある場合、 Assessment記載日
より6週間以内に税務当局に対して異議申立てが可能。税務当局は
異議申立てに対して税務調査を行い、新たな事実が発見されれば
Additional Assessmentを実施する。さらにAdditional Assessmentに
対して不服がある場合、6週間以内に裁判所へ訴訟を提起することが可能。
最終的には裁判所の判決によることとなる。
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ホットトピック（税務調査の論点も含む）（1/3）
オランダの税制概要・進出時の留意点

01
オランダにおけるPE認定

論点：OECDおよびEUにおけるBEPSへ
の取組みを踏まえ、補助的準備的な活動
に基づくPEの免除規定、独立代理人の
定義についての見直しが行われていること
から、オランダ税務当局はオランダ国内にお
けるPEの認定および当該PEへの課税に
注力している。
対応策：オランダ税務当局によるPE調査
にあたっては事実関係を客観的に証明する
契約書等の資料が重要となるため、
証拠書類の保管が非常に重要となる。

02
実体要件の充足

論点：オランダにおけるいわゆるファイナン
シャルサービスカンパニーについて、実体要
件を充足しない場合、情報交換制度によ
り、他国の税務当局へ充足しない実体要
件が通知されることとなる。その場合、他国
の税務当局より実体を有していない法人に
対する租税条約の恩典の適用について疑
義が生じる可能性がある。
対応策：実体要件については各要件を
個別具体的に精査されることとなるため、
それぞれの要件について個別に精査の上、
事実関係を立証することができるように、
客観的な資料を保管し、当局への対応に
備える必要がある。

03
賃金税の取扱い

論点：一定の条件の下、従業員に対する
年間総賃金の最大1.92％を非課税手当
として支給することが認められており（Work
Related Cost Rule；WCR）、           
当該WCRの状況より、従業員に対する
手当などを含め、網羅的に賃金税処理を
確認することが可能となるため、当該処理
に焦点を当てて調査を行う傾向がある。
対応策：WCRの誤処理の影響が限定的
であったとしても、ほかの項目に波及し得る
点を認識し、網羅的に課税対象を整理
しておく必要がある。
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ホットトピック（税務調査の論点も含む）（2/3）
オランダの税制概要・進出時の留意点

04
仕入VATの控除

論点：従業員の福利厚生費（飲食品、
社用車、交際費等）にかかる仕入VATに
ついて一定の控除制限規定があるものの、
当該規定の複雑さゆえに納税者側での
誤処理が多く、オランダ税務当局側で指摘
をしやすい状況が多いため、頻繁に調査
されている。
対応策：VATについては取扱いが複雑と
なるケースが多いため、オランダ税務専門家
が関与の上、必要書類の整備、取扱いの
確認を行う必要がある。

05
税務調査

論点：支払利子の損金算入について、
過大支払利子損金算入制限（アーニング
ストリッピングルール、以下「ESR」という）の
導入によりEBITDAの24.5％が損金算入
可能となるが（1百万EURとの比較あり）、
為替の変動が激しく借入等から生じる為替
差損益もESRにおける純支払利子の計算
上含めることとなり、 想定外の為替変動に
より純支払利子が膨らんでしまう（想定外
の損金不算入が生じ得る）可能性がある。

対応策：事前に為替差損益が純支払利子
に含まれることを理解しつつ、状況を把握して
おく必要がある。

06
DAC６

論点：義務的情報開示および
自動情報交換（DAC 6）の導入により、
特定の仲介者※および納税者は、
報告対象クロスボーダーアレンジメントの
情報を税務当局に報告する必要がある。
通常は、税務アドバイザーのような
仲介者が報告義務者となるが、仲介者
が関与していない等の場合は、納税者に
当該報告義務が課されることとなる。
対応策：申告期限も非常に短いため、
取引がDAC 6に該当するか否かを事前
に注意深く確認する必要がある。

※「仲介者」とは，“報告対象クロスボー
ダーアレンジメントを設計し、マーケティング、
組織化、または実行をサポートする者、
もしくは当該アレンジメントの実施を管理
する者” としてEU Directive 2011/16
第3条第21項において定義される。
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ホットトピック（税務調査の論点も含む）（3/3）
オランダの税制概要・進出時の留意点

07
ルーリングの取得

論点：オランダにおいては、ほかの欧州
連合国と比べても、比較的頻繁、かつ、
友好的にルーリングの取得が行われている。
内容としては主に、PE認定の有無、
資本参加免税制度の適用の有無、
ま た 実 務 的 に は オ ラ ン ダ に お け る
イノベーションボックス制度（研究開発
税制）の適用に際しては、ほぼ確実に
事前にルーリングによる判断を行った上で
適用されている。

08
ルーリングと移転価格事前確認における

経済的実体要件

論点： 2019年の税制改正によ り 、
経済的関連性（Economic Nexus）を
有することが、移転価格事前確認制度
（Advance Pricing Ruling）および事前
紹介制度（Advanced Tax Ruling）を
取得する要件に加わったことで、ルーリング
申請対象となる取引についてオランダとの
経済的関連性がない場合には、ルーリング
を取得することができないこととなった。
さらに、ルーリング対象取引の主たる目的
が、オランダまたはオランダ国外の租税を
軽減する、また、法定法人税率9％未満
または法人税が存在しない国もしくは
税務執行に非協力的な国に所在する
法人との取引である場合は、ルーリングを
取得できないこととなる。

09
リモートワークPE

論点：リモートワークを行う従業員の
業務内容や勤務地により、当該地域での
PEの有無に影響があるとのことである（例
として、ドイツ法人のオランダ居住者がアドミ
業務のみをリモートでオランダ国内の自宅で
行う場合、PEには該当しにくい等）。ま
た、賃金税、社会保険料についても議論と
なり、各個人ベースで鑑みた場合、その
インパクトは小さいと見込まれるものの、
勤務地ベースで賃金税の課税対象所得を
案分してそれぞれの国での納税義務を
適切に履行する等が必要となり、対応／
管理業務が非常に煩雑になる可能性が
ある。
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01
登録手続き

論点：登録要件なし

02
情報申告書の提出

論点：EU域内で事業を展開する特定多国籍企業
グループ等は、構成会社等が所在するすべての加盟国
に情報申告書を提出する必要がある。
情報申告書は、対象会計年度終了の日の翌日から
15ヵ月以内にオランダ税務当局（DTA）に提出する
必要がある（ただし、適用初年度は18ヵ月以内）。
2025年4月14日に採択されたEU指令2025/872
（DAC9）は、すべての加盟国に情報申告書を提出
する事務負担を軽減するため、情報申告書を1か国
のみに提出すればよいとする制度を導入している。提出
された加盟国は、DAC9に基づき、他の関係加盟国に
情報交換を行う義務を負うため、他加盟国での重複
提出は不要となる。
DAC9の実施に関する法案は、2026年1月1日より施行
される予定である。なお、DAC9はEU域内にのみ適用
されるため、特定多国籍企業グループ等がEU域外にも
事業を展開している場合、非加盟国との間で「GloBE
情報に係る多国間の適格当局合意（GIR MCAA）」
が締結されていない限り、当該国において別途情報
申告書の提出が必要となる（オランダは2025年8月14
日にGIR MCAA署名済）。
情報申告書がほかの税務当局に提出され、かつ、当該
国とオランダ間でDAC9またはGIR MCAAに基づく情報
申告書の情報交換が行われる場合、DTAに重複提出
する必要はない。ただし、その場合、DTAに情報申告書
を提出する構成会社等および提出される国を通知する
必要がある。

03
納税申告書の提出

論点：トップアップ税が発生する場合、対象会計年度
終了の日の翌日から17ヵ月以内に納税申告書
（Self-assessment tax return）を提出する必要が
ある（ただし、提供初年度は20ヵ月以内）。
トップアップ税の納税義務がある構成会社等のみが
納税義務者とみなされ、納税申告書の提出義務を
負う。
既存の法人税申告書との統合はなく、QDMTTは
別個の税であるため、別個のコンプライアンス要件が
適用される。
現地点で、納税申告書の様式は公表されていない。

オランダの税制概要・進出時の留意点

QDMTT
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1. 移転価格税制導入時期 2002年以来、Dutch Corporate Income Tax 1969（DCIT）のArticle8bに規定されている。

2. 関連者の定義 直接的または間接的な管理支配関係（Article 8b / DCIT）

3. 移転価格調査の時効
5年（ただし、確定申告提出に関して期限の延長があった場合、延長分の期間が追加される。）（Article 16, 
paragraph 3 and 4, AWR / General Tax Code）
外国源泉所得など特定の場合には、12年の時効が適用されることがある。

4. 独立企業間価格の
算定方法

OECDガイドラインに準拠した以下の方法 （2018 Dutch TP Decree） 

①CUP法（独立価格比準法）
②RPM法（再販売価格基準法）
③CP法（原価基準法）
④PS法（利益分割法）
⑤TNMM（取引単位営業利益法）

5. 事前確認（以下、
「APA」）／ 相互協議
（以下、「MAP」）の適
用可能性

日本との租税条約の有無
あり

実務上の適用可能性
長年実績あり

日蘭間の相互協議は通常年に数回程度実施され
る。

移転価格税制の概要
オランダの移転価格税制の概要
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ローカルファイル（以下、「LF」）の概要

1. 作成義務対象

前会計年度の連結売上高5千万EUR以上の多国籍企業グループに属し、国外関連取引を行っている
オランダの法人（PE含む）（Article 29g DCIT）。
連結売上高5千万EUR未満のグループに属するオランダ法人は法定の要件に従ったLFの具備義務はないもの
の、国外関連取引における移転価格が独立企業間価格であることを説明する書類を用意する必要がある 
（Article 8b DCIT） 。

2. 作成期限 税務申告期限までに作成（Article 29g, paragraph 1, DCIT）

3. 提出期限 当局の求めに応じて提出（Article 52 AWR / General Tax Code）

4. 作成言語 オランダ語または英語（Article 29g, paragraph 1, DCIT）

5. 罰則
未作成・未保存の場合、故意でない場合は最大81百EURの罰金または6ヵ月の禁固刑が、故意の場合は
最大20,250 EURの罰金または4年の禁固刑が科される（Article 68 and 69 AWR/General tax code）。
また、立証責任が納税者からオランダ税務当局（以下、「DTA」）に移り、推定課税＋加算税が課される
リスクがある。

マスターファイル（以下、「MF」）の概要

1. 作成義務対象者 LFと同じ（Article 29g, paragraph 4, DCIT）

2. 作成／提出期限 LFと同じ（Article 29g, paragraph 1, DCIT）

ローカルファイル／マスターファイルの概要
オランダの移転価格税制の概要
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国別報告書（以下、「CbCR」）の概要

1. 作成義務対象者

前会計年度連結売上高7億5千万EUR以上の多国籍グループ企業 （Article 29c, paragraph 5, DCIT）
のオランダに所在する最終親会社等。
なお、 最終親会社がCbCRの提出義務を負わない場合、もしくは自動的情報交換によってDTAがCbCRを
入手できない場合は、セカンダリーファイリングメカニズムによりオランダ法人がCbCRの提出義務を負う（DCITの
Article 29c,paragraph 5）。
なお、日本とオランダの間ではCbCRの自動的情報交換が行われているため、在オランダ日系企業の提出は
不要。

2. 提出期限／作成期限 会計年度終了日から12ヵ月以内（Article 29c, paragraph 1, DCIT）

3. 罰則
提出書類の不備や遅延、通知の不順守について最大1.03百万EURの罰金。重大な過失または故意による
場合、1.03百万EURの25％または50％の罰金が追加で課される（Article 29h, paragraph 1,Article 23, 
paragraph 4/DCIT,Criminal Law and paragraph 28h BBBB）。

4. CbCRに係る通知
（Notification）の要
否

オランダ法人は、最終親会社等の会計年度末までにCbCR提出企業に関する情報（提出会社の名称、
居住地国等）についてDTAウェブサイトへの事前の通知義務あり。グループ企業にオランダ法人が複数ある場合、
一社がほかのオランダ法人を代表して通知を行うことが認められる（Article 29d /DCIT）。

国別報告書の概要
オランダの移転価格税制の概要
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対象法人

 オランダ本社グループ（EU MNE）
連続する直近の2会計年度において、連結売上高が7億5千万EURを超過するオランダに所在する最終親会社等
 非EU本社グループ（non-EU MNE）
連続する直近の2会計年度において、連結売上高が7億5千万EURを超過し、EUもしくはEEA（欧州経済領域）の域外
に居住する最終親会社に支配された「中規模以上*¹」のオランダ法人または支店
 単独企業
オランダ企業のみで構成されるグループは原則義務なし。ただし、オランダの単独企業が国外に支店を持つ場合や、
オランダ支店の本社がEU域外の場合は、特定の条件下で義務が生じる。
（Art. 2 and 4 Implementation Decree Public CbCR and art. 396 of the Dutch Civil Code）

適用開始年度
2024年6月22日以降に始まる年度（EU指令に準ずる）

（Art. 15, para.2 Implementation Decree Public CbCR）

開示期限 オランダ法人の会計年度終了後12ヵ月以内にオランダ商業登記所へ電子申告し、さらに会社HP等で5年間公開
（Art. 5, para. 1 Implementation Decree Public CbCR）

言語 EU域内の公用語（Art. 5, para.1 Implementation Decree Public CbCR）

セーフガード条項
開示により事業の商業的地位に重大な不利益をもたらす場合、その情報を一時的に省略できる。ただし、省略された情報は
5年以内の公開が義務となっている。省略する際はその理由を明確に記載する必要があるほか、EU非協力リスト掲載国に
係る情報については、省略は不可となっている（Art. 9 Implementation Decree Public CbCR）。

オランダにおける特有の事項およびホットトピック

EU Public CbCRの導入（1/2）

*¹ 「中規模以上」の定義：

3項目（1.当会計年度の総資産が7.5百万EURを超過、2.当事業年度の売上高が15百万EURを超過、3.当事業年度の平均従業員数が50人を超過）のうち、2項目以上を満たす
オランダ法人、また、純売上高が15百万EUR超のオランダ支店

オランダにおけるPublic CbCRの法制化内容



23

開示事項

• 下記のとおり（EU指令に準ずる）

• 構成法人・支店の名称、事業年度、使用通貨

• 事業内容

• 従業員数

• 売上高

• 税引前利益

• 当該国における当期利益について当該国で納付すべき法人税額

• 当該年度に実際に納付した法人税額

• 利益剰余金

• （Art. 7, paragraph 2 Implementation Decree Public CbCR）

• 注：1つの課税管轄に複数の法人・支店がある場合は、課税管轄ごとに合算する。（Art. 8 Implementation Decree 
Public CbCR）

• 注：オランダ法人・支店が、親会社から報告書作成に必要な情報を全て入手できなかった場合は、入手可能な情報に
基づき報告書を作成した旨および親会社から必要な情報野全てを受領できなかった旨の声明を公表する必要がある。
（Art. 6, paragraph 2 Implementation Decree Public CbCR）

• 注：上記「当該国における当期利益について当該国で納付すべき法人税額」および「当該年度に実際に納付した法人
税額」において、過去年度と比較して重要性の観点で大きな変動がある場合、その差異についての一般的な説明を記載
することが可能である（Art. 7, paragraph 7 of the Implementation Decree Public CbCR ）。

EEA加盟国に関する情報
開示 EU加盟国だけでなく、すべてのEEA（欧州経済領域）諸国にも適用される。

オランダにおける特有の事項およびホットトピック

EU Public CbCRの導入（2/2）
オランダにおけるPublic CbCRの法制化内容
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事業再編 オランダ法人から事業の一部を外国法人に譲渡する場合等

無形資産取引 ロイヤルティ取引（技術・商標等）や、無形資産の譲渡取引等

グループ内役務提供 グループ内役務提供取引

グループ内金融取引 グループ内金融取引（金銭貸借取引・保証料取引）の価格設定

• 重点的に移転価格調査を行う取引形態について、オランダ当局から公式のガイダンスは発表されていない。

• 下記の取引について、オランダ当局が着目する傾向がある。

オランダにおける特有の事項およびホットトピック

オランダにおける移転価格調査

移転価格調査が行われやすい取引の特徴



25

項目 説明

税務当局の移転価格調査に対する姿勢・特徴
（例：積極的 or 消極的等）

税務調査におけるDTAの姿勢は案件ごとに異なるが、一般的に、低税率国との関連者取引を行っている納税
者は調査の対象となりやすい傾向がある。近年、DTAは香港の調達拠点を利用するオランダ系多国籍グループ
や、タックスヘイブン、実態の乏しい地域へロイヤルティを支払っている企業に特に注目している。

移転価格調査の対象となりやすい取引 ケースによるものの、一般的には本社費の按分、ロイヤルティ支払い、知的財産権やDEMPE機能*¹の移転、
事業再編、金融取引などが注目される。

移転価格調査の引き金となる要因 例えば、オランダ法人で継続的な税務上の損失が計上され、取引相手側の国外関連者が利益を計上している
場合には、DTAから質問を受ける可能性がある。

移転価格文書作成関連のよくある手続き上のミ
ス等（例：期限間違い、現地特有の記載事

項のミス等）

オランダの移転価格文書に係る要件は、原則としてOECD基準に準拠しており、特有のローカル要件はない。
よくあるミスとしては、以下のとおりである。

• 移転価格文書の記載内容が事実と一致していない
• 企業の位置付け（機能リスク等）の誤り
• グループ内金融取引に関する情報がない、または限定的である
• グループ内国外関連取引の結果の検証が行われていない（ベンチマーク分析がない、古いベンチマーク分
析が使用されている）

• 独立企業間レンジ外となった結果について、正確な説明がない
• グループ内役務提供取引の対価が受益性を満たしているかどうか検証されていない、または誤った配賦基準
やマークアップが適用されている

• 実際は株主コストである費用がグループ会社に請求されている
• 無形資産の場合、DEMPE機能や関連リスクに関する情報が不足している
• 事業再編や無形資産移転に関する情報が不足している
• 移転価格文書に記載された移転価格ポリシーが実務で正しく実施されていない、または誤って実施されてい
る

オランダ移転価格に係るホットトピック（1/2）
オランダにおける特有の事項およびホットトピック

その他

*¹ Development（開発）、Enhancement（価値向上）、Maintenance（維持管理）、Protection（保護）、Exploitation（活用）の頭文字をとったもの
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項目 説明

移転価格税制に関連する最近の改正 2022年に新たな移転価格通達が発行され、金融取引、DEMPE機能、リスク管理に関する
新たな指針が示された。

税務当局のAPAおよびMAPに対する姿勢（積極的、消極的、
ユニラテラルAPAを推奨する、等）

DTAには経験豊富なAPAおよびMAPチームがあり、通常協力的かつ積極的であり、それぞれ
件数も増加している（日本との実績も豊富である）。
事前相談において適用可否を議論することも可能である。

税務当局からの要請がない限り移転価格文書の提出が不要の
場合、税務当局から移転価格文書の提出を実際に求められる

可能性（例：頻繁、増加傾向、まれ、等）
LFおよびMFはDTAから要請があった場合に提出が必要。税務調査の際には、調査対象年度
のMFおよびオランダLFの提出が求められる可能性が高い。

Pillar1利益 Bへの考え方
（導入状況、もしくは取引相手国が導入している場合の

取り扱い等）

2024年の利益B政令では、オランダ法人が、利益Bを適用している国に所在する国外関連者
との間の取引を行う場合には、DTAは利益Bの適用を受け入れる意向がある（実務上の適用
はほぼなし）。

オランダ移転価格に係るホットトピック（2/2）
オランダにおける特有の事項およびホットトピック

その他
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